
大田市職員の育児休業等に関する条例及び大田市職員の休日及び休暇

に関する条例の一部を改正する条例 

大田市印鑑条例の一部を改正する条例 

大田市認可地縁団体印鑑条例の一部を改正する条例 

大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例 

大田市給水条例の一部を改正する条例 

大田市公共下水道条例の一部を改正する条例 

大田市議会議員及び大田市長の選挙における選挙運動用ポスターの作

成の公営に関する条例及び大田市議会議員及び大田市長の選挙における選

挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例 

大田市立学校設置に関する条例の一部を改正する条例 

をここに公布する。 

 

令和７年９月２９日 

 

大田市長  



大田市条例第３５号 

大田市職員の育児休業等に関する条例及び大田市職員の休日及

び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

（大田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１条 大田市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年大田市条

例第３７号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第１９条第１項及び第２項」を「第１９条第１項から

第３項まで及び第５項」に改める。 

第１７条第２号中「及び勤務日ごとの勤務時間」及び「（以下

「定年前再任用短時間勤務職員等」という。）」を削り、「を除

く。」の次に「次条において同じ。」を加える。 

第１８条の見出し中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、

同条第１項中「部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部

分休業をいう。以下同じ。）の承認は、勤務時間条例第３条の規定

により割り振られた正規の勤務時間（非常勤職員（定年前再任用短

時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。）にあっては、

当該非常勤職員について定められた勤務時間）の始め又は終わりに

おいて」を「育児休業法第１９条第２項第１号に掲げる範囲内で請

求する同条第１項に規定する部分休業（以下「第１号部分休業」と

いう。）の承認は」に改め、同条第２項及び第３項中「部分休業」

を「第１号部分休業」に改める。 

第１８条の次に次の４条を加える。 

（第２号部分休業の承認） 

第１８条の２ 育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内で

請求する同条第１項に規定する部分休業（以下「第２号部分休

業」という。）の承認は、１時間を単位として行うものとする。

ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に

定める時間数の第２号部分休業を承認することができる。 

⑴ １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間

がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求

があったとき 当該勤務時間の時間数 



⑵ 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合

であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったと

き 当該残時間数 

（育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間） 

第１８条の３ 育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期

間は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間

を基準として条例で定める時間） 

第１８条の４ 育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定

める時間を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職

員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。 

⑴ 非常勤職員以外の職員 ７７時間３０分 

⑵ 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時

間数に１０を乗じて得た時間 

（育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情） 

第１８条の５ 育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事

情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居

したことその他の同条第２項の規定による申出時に予測すること

ができなかった事実が生じたことにより同条第３項の規定による

変更（以下「第３項変更」という。）をしなければ同項の職員の

小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じる

と任命権者が認める事情とする。 

第１９条第１項中「部分休業」を「育児休業法第１９条第１項に

規定する部分休業」に改める。 

第２０条を次のように改める。 

  （部分休業の承認の取消事由） 

 第２０条 育児休業法第１９条第６項において準用する育児休業法

第５条第２項の条例で定める事由は、職員が第３項変更をした

ときとする。 

（大田市職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正） 

第２条 大田市職員の休日及び休暇に関する条例（平成１７年大田市



条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条の３第１項中「次条において「請求等」」を「以下「請

求等」」に改める。 

本則に次の１条を加える。 

（妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認

等） 

第１７条 任命権者は、大田市職員の育児休業等に関する条例（平

成１７年大田市条例第３７号）第２１条第１項の措置を講ずるに

当たっては、同項の規定による申出をした職員（以下この項にお

いて「申出職員」という。）に対して、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

⑴ 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次

号において「出生時両立支援制度等」という。）その他の事項

を知らせるための措置 

⑵ 出生時両立支援制度等の請求等に係る申出職員の意向を確

認するための措置 

⑶ 大田市職員の育児休業等に関する条例第２１条の規定によ

る申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭

の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生す

ることが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる

事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するため

の措置 

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項に

おいて「対象職員」という。）に対して、規則で定める期間内に、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次

号において「育児期両立支援制度等」という。）その他の事項

を知らせるための措置 

⑵ 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確

認するための措置 

⑶ 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関す



る対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生すること

が予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の

改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置 

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を

確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければ

ならない。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年１０月１日又はこの条例の公布の日の

いずれか遅い日から施行する。ただし、附則第３条の規定は、公布

の日から施行する。 

（大田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置 

） 

第２条 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１

０号）第１９条第２項第２号に掲げる範囲内において、この条例の

施行の日（以下「施行日」という。）から令和８年３月３１日まで

の間における部分休業の承認の請求をする場合におけるこの条例に

よる改正後の大田市職員の育児休業等に関する条例第１８条の４の

規定の適用については、同条第１号中「７７時間３０分」とあるの

は「３８時間４５分」と、同条第２号中「１０」とあるのは「５」

とする。 

 （大田市職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

第３条 任命権者は、施行日前においても、この条例による改正後の

大田市職員の休日及び休暇に関する条例第１７条第２項の規定の例

により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合に

おいて、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により

講じられたものとみなす。 



大田市条例第３６号 

   大田市印鑑条例の一部を改正する条例 

大田市印鑑条例（平成１７年大田市条例第１３２号）の一部を次の

ように改正する。 

第４条第３項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３

号とする。 

第５条第２項中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６

号とする。 

第１５条第１項中「、男女の別」を削る。 

附 則 

この条例は、令和７年１１月１日から施行する。ただし、第４条第

３項の改正規定は、令和８年１月１日から施行する。 



大田市条例第３７号 

   大田市認可地縁団体印鑑条例の一部を改正する条例 

大田市認可地縁団体印鑑条例（平成１７年大田市条例第１３３号）

の一部を次のように改正する。 

第１３条第１項中第２号を削り、第３号を第２号とする。 

附 則 

この条例は、令和８年１月１日から施行する。 



大田市条例第３８号 

大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例 

大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例（平成

１７年大田市条例第１９１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第１３条関係） 

入館料 区分 個人 団体（２０人以上の場合） 

高校生以上の者 １，０００円 ９００円 

小・中学生 ５００円 ４５０円 

備考 

１ 未就学児の入館料は、無料とする。 

２ 入館料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。  

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１４条関係） 

利用料金 施設利用

料金 

区分 利用料金（１時間当

たり） 

タイムホール（展示室） ５，３００円 

AV ホール（視聴覚室） ５，３００円 

サンド・バー（小会議室） ３，４００円 

備考 

１ 高校生以下（市内に住所を有する者に限

る。）の利用は、この表に定める金額の５

割相当額とする。 

２ 大田市民（市内に住所を有する者及び市

内に主たる活動拠点を有する団体）以外の

者が利用する場合は、この表に定める金額

の１０割相当額を加算する。ただし、高校



生以下（前号に規定するものを除く。）が

利用する場合は、この限りでない。 

３ 営利を目的として利用する場合は、この

表に定める金額の１０割相当額を加算す

る。 

４ 入場料又はこれに類するものを徴収して

利用する場合は、この表に定める金額の２

０割相当額を加算する。 

５ 利用時間を超えて施設を利用する場合

は、この表に定める金額（前各号に該当す

る場合は、当該規定により算定した額）の

２割相当額を加算する。 

６ 利用時間が１時間未満であるときは、１

時間とし、利用時間が１時間を超える場合

において１時間未満の端数があるときは、

これを１時間として計算する。 

７ 利用料金の額には、消費税及び地方消費

税相当額を含む。 

設備利用

料金 

名称 単位 利用料金 

音響関係設備 １式 １回 ３，３００円 

長机 １脚 １回 ６０円 

折りたたみ椅子 １脚 １回 ３０円 

備考 

１ １回とは、４時間以内の利用をいう。 

２ 利用料金の額には、消費税及び地方消費

税相当額を含む。 



附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



大田市条例第３９号 

   大田市給水条例の一部を改正する条例 

大田市給水条例（平成１７年大田市条例第２１６号）の一部を次の

ように改正する。 

第９条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の管理者又

は他の管理者が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要

があると認めるときは、この限りでない。 

 第２４条第２項中「４４０円」を「５０６円」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第２４条関係） 

区  分 基本料金

（１箇月

につき） 

超過料金（

1 立方メー

トルにつき

） 

メーター

の口径 

使用水量 

13 ミリメ

ートル 

８立方メートルまで 1,980 円 － 

８立方メートルを超え５０立方メートル

まで 

 319 円 

５０立方メートルを超える場合  330 円 

20 ミリメ

ートル 

８立方メートルまで 2,035 円 － 

８立方メートルを超え５０立方メートル

まで 

 319 円 

５０立方メートルを超える場合  330 円 

25 ミリメ

ートル 

８立方メートルまで 2,090 円 － 

８立方メートルを超え５０立方メートル

まで 

 319 円 

５０立方メートルを超える場合  330 円 

30 ミリメ

ートル 

８立方メートルまで 2,145 円 － 

８立方メートルを超え５０立方メートル

まで 

 319 円 

５０立方メートルを超える場合 330 円 



40 ミリメ

ートル 

８立方メートルまで 2,255 円 － 

８立方メートルを超え５０立方メートル

まで 

 319 円 

５０立方メートルを超える場合  330 円 

50 ミリメ

ートル 

８立方メートルまで 3,685 円 － 

８立方メートルを超え５０立方メートル

まで 

 319 円 

５０立方メートルを超える場合  330 円 

75 ミリメ

ートル 

５０立方メートルまで 19,635 円 － 

５０立方メートルを超える場合  341 円 

1 00 ミリ

メートル 

100 立方メートルまで 41,745 円 － 

100 立方メートルを超える場合  407 円 

備考 基本料金及び超過料金の額には、消費税及び地方消費税相当額

を含む。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２４条第２項の

改正規定及び別表の改正規定は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大田市給水条例第２４条及び別表の規定

は、令和８年４月１日（以下「基準日」という。）以後に使用する

水量に係る水道料金から適用し、同日前に使用する水量に係る水道

料金については、なお従前の例による。 

３ 前項の場合において、基準日前の最後の検針日の翌日（水道の使

用開始日を含む。）から基準日以後の最初の検針日（水道の使用中

止又は廃止日を含む。）までの検針期間に係る水量については、各

日均等に使用したものとみなし、日割り計算により算定する。 



大田市条例第４０号 

   大田市公共下水道条例の一部を改正する条例 

大田市公共下水道条例（平成１８年大田市条例第３７号）の一部を

次のように改正する。 

第６条第１項に次のただし書を加える。  

ただし、災害その他非常の場合において市長が他の市町村長の指

定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限

りでない。 

 附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



大田市条例第４１号 

大田市議会議員及び大田市長の選挙における選挙運動用ポスタ

ーの作成の公営に関する条例及び大田市議会議員及び大田市長

の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一

部を改正する条例 

（大田市議会議員及び大田市長の選挙における選挙運動用ポスター

の作成の公営に関する条例の一部改正） 

第１条 大田市議会議員及び大田市長の選挙における選挙運動用ポス

ターの作成の公営に関する条例（平成１７年大田市条例第２２号）

の一部を次のように改正する。 

第４条中「５４１円３１銭」を「５８６円８８銭」に改める。 

（大田市議会議員及び大田市長の選挙における選挙運動用ビラの作

成の公営に関する条例の一部改正） 

第２条 大田市議会議員及び大田市長の選挙における選挙運動用ビラ

の作成の公営に関する条例（平成２１年大田市条例第２号）の一部

を次のように改正する。 

第４条及び第５条中「７円７３銭」を「８円３８銭」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



大田市条例第４２号 

   大田市立学校設置に関する条例の一部を改正する条例 

大田市立学校設置に関する条例（平成１７年大田市条例第８３号）

の一部を次のように改正する。 

別表大田市立五十猛小学校の項及び大田市立鳥井小学校の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


